


【国保】

D-69　アルブミン定量（尿）（糖尿病性早期腎症）

《令和元年８月２９日新規》

○ 取扱い

糖尿病性早期腎症（第１期又は第２期の記載がないもの。）に対しての

アルブミン定量（尿）の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

Ｄ００１の８ アルブミン定量（尿）は通知に「糖尿病又は糖尿病性早

期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの（糖尿病性腎症第１期又

は第２期のものに限る。）に対して行った場合に、３か月に１回に限り算

定できる。」とある。

糖尿病診療ガイドラインに糖尿病性腎症病期分類の表が記載されてい

るが、第１期とは尿蛋白（アルブミン）が正常であるもの、第２期とは尿

蛋白（アルブミン）が微量アルブミン尿であるものと定義し、第２期を早

期腎症と呼称している。

傷病名「早期腎症」は、尿蛋白が陰性で、アルブミン定量（尿）の測定

により微量アルブミンを診断できる患者であり、通知に該当すると考えら

れる。


